
別表第五 有害ガス取扱施設の構造基準等(第二十五条関係) 

一 有害ガス取扱施設の構造は、施設の密閉構造、蒸発防止設備が設置されている構造等

有害ガスの排出を可能な限り抑制する構造であること。 

二 有害ガス取扱施設に開放部がある場合には、原則として有害ガスを拡散しないように

吸引し処理するための局所排気装置が設置されていること。 

三 局所排気装置の構造は、できるだけ少ない排風量で有害ガスを完全に捕捉吸引できる

ようにフードの構造を選択すること。 

四 有害ガスや有害ガスを発生する有機溶剤等を取り扱う作業は、局所排気装置及び排出

防止設備の作動を確認した後開始すること。 

五 局所排気装置及び排出防止設備等は、定期的に点検及び検査を行い、その性能を保持

すること。 

 


